
議案第４０号

物品売買契約の締結について

 物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年みやき町条例第３

９号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。

記

１．事 業 名  みやき町コミュニティバス車両新規購入事業 

２．契約の方法  指名競争入札による契約 

３．契 約 金 額  ￥９，４５８，８８９－

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥846,219－） 

４．契約の相手方    住所 佐賀県三養基郡みやき町大字西島 1481番地 1 

氏名 株式会社 三根自動車 

代表取締役 大石 秀一

令和元年 ６月 ３日提出

みやき町長  末 安  伸 之

提案理由

 この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年みやき町条例第３９号）第３条の規定に基づき、議会の議決を

求めるものである。
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